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 規制改革に関する事項を総合的に調査審議することを
目的として、内閣府に設置された、内閣総理大臣の常設
の諮問機関です。 
 

 
規制改革推進会議に指示をする内閣総理大臣 

（首相官邸 HPより） 
 
 委員 
 内閣総理大臣が任命する有識者委員で組織することと
しており、８人（＊）が委員として任命されています。 
             （＊令和５年４月１日時点） 
 
  議  長： 大槻 奈那 名古屋商科大学ビジネススク

ール教授、ピクテ・ジャパン
シニア・フェロー 

  議長代理：武井 一浩 西村あさひ法律事務所 弁護
士（パートナー） 

 
 
 ワーキング・グループ 
 規制改革推進会議では、５つのワーキング・グループ
（WG）を設置し、議論を行っています。 
 ・スタートアップ・イノベーションWG 
 ・人への投資WG 
 ・医療・介護・感染症対策WG 
 ・地域産業活性化WG 
 ・共通課題対策WG 
 
 
 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タス

クフォース 
 2050 年カーボンニュートラル社会の実現のためには、
再生可能エネルギーの主力電源化及び最大限の導入が非
常に大きな鍵を握り、その障壁となる規制等を総点検し、
必要な規制見直しや見直しの迅速化を促すことが不可欠
です。 
こうした規制改革を、スピード感をもって実現するた

めに、内閣府特命担当大臣（規制改革）主宰の「再生可
能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」
を開催しています。 
  
 

Cabinet Office 

規制改革推進室 

 規制改革に関する企画・立案・総合調整

及び推進を行っています。規制改革の

実施事項について、担当府省や実施時

期を定めた「規制改革実施計画」を取り

まとめています。 

 規制改革推進会議の庶務を担当し、会

議運営を行うとともに、「規制改革・行

政改革ホットライン」で国民や企業等

から要望を受け付けるなど、会議の活

動を全面的にサポートしています。 

規制改革推進会議 
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 活動状況・答申 
 例年夏から秋頃にかけて、重点的に審議する事項を提
示した上で、調査審議を行っています。 
 会議で調査審議した結果は答申としてまとめ、内閣総
理大臣に提出しています。答申は例年夏頃に取りまとめ
ておりますが、それ以外の時期に取りまとめることや、
会議としての意見書を決定・公表することもあります。 
 

規制改革推進会議の様子 
（国家戦略特別区域諮問会議と合同開催） 

（首相官邸 HPより） 
 
 会議で扱った案件の例 
 規制改革推進会議等では、以下の規制改革に関する案
件をはじめとして議論をおこなっています。 
 
＜スタートアップ・イノベーション分野＞ 
・海外起業人材の活躍に資する制度見直し 
・契約書の自動レビューサービスと弁護士法 
・デジタル時代における放送制度の在り方 
・放送受信料の障害者免除手続の負担軽減・デジタル 
完結 

・スタートアップの新技術・製品開発を促進するための
政府調達手法の整備 

・新たな空のモビリティ推進に向けた無操縦者航空機に
係る制度整備 

 
＜人への投資分野＞ 
・外国人材の受入れ・活躍の促進 
・大学間の競争促進（連携・統合及び縮小・撤退の促進
に向けた制度の見直し） 

 
＜医療・介護・感染症対策分野＞ 
・プログラム医療機器(ＳａＭＤ)の開発・市場投入の 
促進 

・新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザを同時
に検査可能な抗原定性検査キットの利用環境の整備 

 
＜地域産業活性化分野＞ 
・卸売市場の活性化に向けた取組 
 
＜共通課題対策分野＞ 
・保育所入所時の就労証明書作成等手続の負担軽減 
・建設分野における監理技術者等の活躍に向けた制度 
運用の柔軟化 

 
＜グリーン分野＞ 
・ＥＶ用充電器の整備に係るロードマップの策定 
・高電圧のＥＶ用充電器の保安を担当する主任技術者に
関する制度の合理化 

 
 
 
 
 
 
「規制改革実施計画」は、規制改革推進会議の答申に

おいて示された実施事項について、政府として計画的か
つ着実に実行するために、担当府省や実施時期を定めた
計画として整理したものです。 
 例年夏頃に「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太方
針）等とともに閣議決定しています。 
 
 計画に盛り込まれた事項の実施状況については、担当
府省から報告を求め、それに対する評価（「解決」「継続
フォロー」「要改善」等）を規制改革推進会議に報告・公
表するというフォローアップを毎年実施しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 広く国民や企業等から規制改革に関する提案を受け付
けるために「規制改革・行政改革ホットライン（縦割り
110番）」を設置しています。 
 お寄せいただいた提案のうち、規制改革に関する提案
については規制改革推進室を中心として、行政改革に関
する提案は行政改革推進本部事務局（内閣官房）を中心
として対応しております。 
 受け付けた規制改革に関する提案は、所管省庁に対し
て検討を要請しています。所管省庁から得た回答は、内
閣府ホームページにおいて公表するとともに、規制改革
推進会議の各ワーキング・グループに定期的に報告し、
改善措置が必要な場合は、会議でも議論を行い、その結
果を答申に盛り込むこととしています。 
 

規制改革推進会議で発言する岡田大臣（写真左） 

規制改革実施計画（閣議決定） 
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